
第4期介護保険事業（支援）計画について  

＜変更しない参酌標準（例）＞   

○介護保険3施設及び介護専用の居住系サービスの適正な整備  

※介護専用の居住系サービス：認知症高齢者グループホーム及び介護専用型特定施設  

○介護保険3施設利用者の重度者への重点化  

平成26年度  

入所施設利用者全体に対する要介護4，5の割合は、70％以上  

○介護保険3施設の個室－ユニット化の推進   



・＜改正事項＞  

第4期計画の策定に際して、今回改正する主な内容は以下のとおり。   



特定施設  特定施設  
特定施設   



基本指針別表第三「介護給付等対象サービスの量の見込みを定めるに当たり、要介護者等の  

数の見込みを定める際に参酌すべき標準」  

介護予防事業等の効果の分析を踏まえた見直し（案）  

① 各年度において、要介護状態等に該当しない状態から要支援1若  

しくは要支援2又は要介護1へ移行する者の合計数を、前年度の介護  

予防事業の対象者数の概ね呈旦盤減らし（介護予防事業の実施効果）、  

かつ、  

② 各年度において、要支援1若しくは要支援2又は要介護1から要介  

護2以上へ移行する者の合計数を、前年度の要支援1から要介護2並  

びに要介護1の者の合計数の概ねユ旦艶減らす（予防給付の実施効果）  

ことを標準として定めること。  
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介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針  

（案）  

（骨子）  

第一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業  

の実施に関する基本的事項  

一  基本的理念  

二 介護給付等対象サービスの在り方に関する中期目標  

三 市町村相互間の連携及び市町村と都道府県との間の連携に関すること  

四 地域包括支援センターに関すること  

五 介護サービス情報の公表に関すること  

六 介護給付等対象サービス及び地域支援事業に係る人材の確保及び資質の向上に   

関すること  

七 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項  

の 作成に関する事項  第二 介護保険事業計画   

一 介護保険事業計画の作成に関する基本的事項  

1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化  

2 平成26年度目標値の設定  

3 介護保険事業計画の作成のための体制の整備  

（一）市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携  

（ニ）介護保険事業計画作成委員会等の開催  

（三）被保険者の意見の反映  

（四）市町村と都道府県との間の連携  

4 要介護者等の実態の把握  

5 日常生活圏域及び老人福祉圏域の設定  

（－）日常生活圏域  

（二）老人福祉圏域  

6 他の計画との関係  

（－）老人福祉計画との一体性  
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（二）市町村の基本構想との調和  

（三）地域福祉計画との調和  

（四）医療計画との調和  

（五）都道府県医療貴通正化計画との調和  

市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項  

1 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み及びその見   

込量の確保のための方策  

（－）各年度における介護給付対象サービス（介護給付に係る介護給付等対象  

サービスをいう。以下同じ。）の種類ごとの量の見込み  

イ 医療療養病床から介護保険施設等への転換分以外の介護給付対象サー  

ビスの種類ごとの量の見込み  

（イ）市町村及び日常生活圏域ごとの指定地域密着型サービスの量の見込  

み  

（口）指定地域密着型サービス以外の介護給付対象サービスの量の見込み  

ロ 医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係る介護給付対象サー   

ビスの種類ごとの量の見込み  

（二）介護給付対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策  

（三）各年度における予防給付対象サービスの種類ごとの量の見込み   

イ 市町村及び日常生活圏域ごとの指定地域密着型介護予防サービスの量  

の見込み  

ロ 指定地域密着型介護予防サービス以外の予防給付対象サービスの量の   

見込み  

（四）予防給付対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策  

2 各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見   

込み及びその見込量の確保のための方策等   

（－）地域支援事業に要する責用の額  

（二）地域支援事業の量の見込み   

イ 介護予防事業対象者数の見込み  

ロ 介護予防事業対象者の把握  
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（三）地域支援事業の見込量の確保のための方策  

（四）地域包括支援センターの設置及び適切な運営  

（五）保健福祉事業に関する事項   

（六）地域支援事業及び予防給付の実施による介護予防の達成状況の点検及び  
評価   

3 介護給付対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項  

4 予防給付対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関   
する事項   

5 市町村特別給付に関する事項   

6 介護給付等に要する責用の適正化に関する事項  

7 療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項  

都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項  

1 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み  

（－）各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分以外の介護  

給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み   

（二）各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係る介護  

給付対象サービスの量の見込み  

（三）老人福祉圏域を単位とする広域的調整  

（四）市町村介護保険事業計画との整合性の確保  

2 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図   

るための事業に関する事項   

（－）介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の  

整備に関する事項  

－3－   



（二）ユニット型施設の整備に係る計画に関する事項   

（三）ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項   

3 介護サービス情報の公表に関する事項  

4 介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向   

上に資する事業に関する事項   

5 介護給付対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項  

6 予防給付対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関   
する事項  

7 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項  

8 療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項  

四 その他  

1 介護保険事業計画の作成の時期  

2 介護保険事業計画の期間  

3 介護保険事業計画の達成状況の点検及び評価  

4 介護保険事業計画の公表  

第三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため  

に必要な事項  

一 介護保険事業の趣旨の普及啓発  

この指針の見直し  

｛壬丁‡   


